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農家類型別に，農業粗生産額の占める割合を品目別にみて
みると，米以外の品目では農業所得が農外所得より多い主業
農家が 7 ～ 9 割を占めるのに対して，米では 4 割に満たず，
農外所得が主の準主業農家や副業的農家が 6 割を超え，農家
数ベースでは 8 割を占めており，米生産での大きな担い手と
なっている。これを稲作技術の省力化が支え，他産業への労
働力の供給やそこでの所得確保を可能とし，地域社会を構成
している。

しかし，他の品目では主業農家が農業粗生産額の大半を
担っている。畜産の乳用牛，豚，肉用牛はいずれも生産額の
9 割台を占め，これに続き，花き，工芸農作物，いも類，野

菜では 8 割強，麦類，豆類でも生産額の 7 割台を主業農家
が占め，生産の中核となっている。

類型別に農家数を見ると，畜産のうちでも，乳用牛，豚で
は主業農家が占める割合が 8 ～ 9 割と極めて高いのに対し，
肉用牛では主業農家以外の農家が 5 割以上を占め，野菜と同
じように，農業粗生産額に占めるシェアは低いものの，副業
的農家が 3 割強存在する。　　　

また，果樹では，主業農家以外の農家数が 7 割近く存在し，
農業粗生産額に占める主業農家の割合は，6 割台と米ほどで
はないが決して高くなく，準主業農家や副業的農家も活躍し
ている。　                        　　　　　　　　　　   （K.O）

　　　　　粗生産額を農家類型別にみると（米，果樹，野菜，畜産）　統計データから

主業農家 準主業農家 副業的農家 主業農家 準主業農家 副業的農家

米 18.7 27.9 53.4 15,517 19.1 38.1 26.2 35.7

果樹 31.8 25.3 43.0 7,497 9.2 64.2 14.8 21.0

野菜 40.9 21.8 37.3 22,485 27.6 79.7 9.0 11.3

肉用牛 44.1 21.7 34.2 4,639 5.7 79.2 10.3 10.5

豚 73.8 10.3 15.9 5,291 6.5 89.9 4.9 5.2

乳用牛 80.3 8.9 10.7 7,725 9.5 92.6 3.5 3.9

総計 22.0 23.9 54.1 81,214 100
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関係機関と連携した帰化アサガオ
類の防除に対する取り組み 埼玉県秩父農林振興センター

笠原　香子

はじめに

秩父農林振興センターは，秩父市，
横瀬町，皆野町，長瀞町，小鹿野町，
1市 4町を管内としている。秩父地域
では，都市近郊の中山間地の環境を生
かしたいちご・ぶどうを中心とした観
光農業のほか，畑作のそば，きゅうり
など多彩な農業が行われている。基盤
整備された水田地域では水稲・小麦・
大豆を組み合わせたブロックローテー
ションによる土地の有効利用を図って
いる。
近年，大豆やそばのほ場において帰
化アサガオ類発生による生育不良や収
量減少，品質低下などの被害が認めら
れ問題となっている。帰化アサガオ類
は，ほ場での発生にとどまらず道路際，
水路際，畦畔，遊休農地などと発生域
が拡大している。そこで関係機関，生
産組織が一体となり，帰化アサガオ類
のまん延防止対策を講じた。

1. 生産組織，関係機関の連
携した対策の取り組み

2012（ 平 成 24） 年 12 月 19 日，
秩父農林振興センターが中心となり
「秩父地域帰化アサガオ類まん延防止
対策会議」（図 -1）を立ち上げた。対
策会議の構成組織と役割は図 -2，主

な取り組みは表 -1 のとおりである。
「秩父地域帰化アサガオ類まん延防
止対策会議」では，まず各関係機関か
ら帰化アサガオ類の情報を集め発生地
点の分布地図（図 -3）を作成，情報
を共有した。　
その結果，帰化アサガオ類の中でも
特に「マルバルコウ（図 -4）」の発生
が多く，ほ場以外にも道路脇，水路際，

図 -1　秩父地域帰化アサガオ類まん延防止
対策会議の様子
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図 -2　秩父地域帰化アサガオ類まん延防止対策会議の構成組織と役割

図 -3　平成25年帰化アサガオ類の発生確認地点地図
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畦畔，遊休農地など全域へ発生が拡大
していることが分かった。

2. 啓発チラシの作成と
管内市町全戸配布

マルバルコウの住宅地への拡大も見
られたことから，まん延を防止するた
めに，農耕地だけでなく私有地や道路

際などに発生した帰化アサガオ類の除
草徹底を進めた。まず，啓発チラシ（図
-5）を 41,000 部作成し，一般住民へ
の啓発を図った。
啓発活動は，市町農政主務課と農業
委員会が中心となり，広報誌等での注
意喚起や，住民全戸へのチラシ配布を
行った。チラシは全戸へ配布したほか，
地域清掃の際にも再度配布し，併せて

「マルバルコウ」の抜き取りを呼びか
けた。抜き取ったものは，市町の減免
申請により広域市町村圏のクリーンセ
ンターで無償で焼却処分した。
また，JA や農業共済組合でも各自
の広報誌に帰化アサガオ類に関する記
事を掲載し，抜き取り徹底を啓発した。
このチラシの全戸配布により，マル
バルコウの被害の周知と対策への啓発

 

表-1 秩父地域帰化アサガオ類まん延防止対策会議の内容 

月  日 内  容 

平成 24年 12月 19日 ・帰化アサガオ類の現状報告（埼玉県内及び秩父地域の現状） 

・防除対策研修（講師：中央農研 黒川氏）
 

・今後の取り組みについて関係者の意識統一を図った
 

平成 25年 5月 14日 ・H24年度の帰化アサガオ類の発生状況とその対応状況について
 

・大豆，そばに係る防除技術実証ほの設置について

 ・今後の発生状況の把握方法について確認した

 平成 25年 5月 22日 ・そばほ場における除草カルチ実演検討会実施

 平成 25年 6月 1日 ・マルバルコウ拡大防止対策チラシの全戸配布（41,000部）

 
 ※一般住民からの問い合わせがあり，周知効果が高かった。

 
平成 25年 7月 26日 ・大豆ほ場における除草カルチ実演検討会実施

 
平成 25年 8月 ・帰化アサガオ注意喚起用の鉢植えを作成し，関係機関に配布

 
平成 25年 9月 5日 ・大豆ほ場における取り組みの経過について報告

・各市町の帰化アサガオ発生状況地図化，抜き取り等今後の取り組みにつ

 

 いて検討

 

・帰化アサガオ類の発生が著しいほ場の現地視察

 

平成 26年 6月 11日 ・H25年度の帰化アサガオ類の発生状況とその対応状況について

 

・秩父郡市内の帰化アサガオ発生状況地図検討

 

・会議の今後の取り組みについて検討

 

平成 26年 8月 1日 ・マルバルコウ拡大防止対策チラシの全戸配布(41,000部）

 

 

 

3. 栽培ほ場における対策 

(1) 大豆 

大豆ほ場での帰化アサガオの発生は，平成 16 年頃から確認されていた。生育期間中の雑草対策としては中耕

が挙げられるが，重粘土質土壌で管理機の刃がすり減り毎年の交換はコストがかかるなどの理由から，平成 20

年頃から中耕を実施しなくなっていた。この中耕の中止が，帰化アサガオのまん延を助長し，平成 23 年ころか

ら急激に発生が拡大，抜き取りによる防除では対処しきれない深刻な状況となった。 

平成 25 年度は，生産団体との話し合いにより，完全に帰化アサガオ類を防除するため，コストをかけてでも

100％防除する方向で対策を行うことにした。 

帰化アサガオ類の防除を行うにあたっては，『帰化アサガオ類まん延防止技術マニュアル－大豆畑における帰

化アサガオ類の防除技術 ver.1（独立行政法人農業・食品産業

技術総合研究機構）』を参考にした。 

除草剤除草体系モデルとして，播種後土壌処理剤＋大豆バサ

グラン（アタッチメントを持っている生産団体では畦間株間処

理）を組み合わせ，防除技術を実証した。 

この結果，現地において除草剤の体系処理（播種後土壌処理

剤＋2～3葉期大豆バサグラン＋5～6葉期畦間・株間処理剤）技

術を確立することができた。 

体系防除の実施により除草効果が高まり，平成 25年産出荷実
図-6 吊り下げノズル畦間株間散布 

表−1　秩父地域帰化アサガオ類まん延防止対策会議の内容

図 -4　マルバルコウ

 

図 -5　啓発チラシ
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が図られ，多くの住民に関心を持って
もらうことができた。

3. 栽培ほ場における対策

(1) 大豆

大豆ほ場での帰化アサガオ類の発生
は，平成 16 年頃から確認されていた。
生育期間中の雑草対策としては中耕が
挙げられるが，重粘土質土壌で管理機
の刃がすり減り毎年の交換はコストが
かかるなどの理由から，平成 20 年頃
から中耕を実施しなくなっていた。こ
の中耕の中止が，帰化アサガオのまん
延を助長し，平成 23 年頃から急激に
発生が拡大，抜き取りによる防除では
対処しきれない深刻な状況となった。

平成 25 年度は，生産団体との話し
合いにより，完全に帰化アサガオ類を
防除するため，コストをかけてでも
100％防除する方向で対策を行うこと
にした。

帰化アサガオ類の防除を行うにあ
たっては，『帰化アサガオ類まん延防
止技術マニュアル－大豆畑における帰
化アサガオ類の防除技術 ver.1（独立
行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構）』を参考にした。

除草剤除草体系モデルとして，播種

後土壌処理剤＋大豆バサグラン（ア
タッチメントを持っている生産団体で
は畦間株間処理）を組み合わせ，防除
技術を実証した。

この結果，現地において除草剤の
体系処理（播種後土壌処理剤＋ 2 ～ 3
葉期大豆バサグラン＋ 5 ～ 6 葉期畦
間・株間処理剤）技術を確立すること
ができた。

体系防除の実施により除草効果が高
まり，平成 25 年産出荷実績は前年対
比 142％，大粒大豆比率 76％（前年
62％）と，収量，品質ともに向上した。

 (2) そば

そばでは生育期に使用できる除草剤
の登録がないため，播種前の前処理剤
による防除と抜き取りを徹底すること
にした。

これと並行して，生育期処理除草剤
の登録拡大を進めるために県事業を活
用した。平成 26，27 年に，県農産物
安全課，秩父農林振興センターが主体
となり生産組合と協力し，農業技術
研究センター，メーカーの支援を得
ながらグリホサートカリウム塩液剤 

（44.7%）の専用塗布器を用いた雑草
塗布処理による効果，薬害の現地試験
を実施した。現在，県農業技術研究セ
ンターにより作物残留分析を進めてい

るところである。

おわりに

関係機関と生産者が一体となり，連
携し徹底した対策を行ったことにより，
大豆，そばほ場とも「マルバルコウ」
の発生をある程度抑えることができた。
これにより生産組合では作付面積を増
やしており，平成 28 年度の秩父地域
の大豆生産面積は 48ha となった。

しかし，新たな問題として，大豆ほ
場では「マルバルコウ」の他にも「マ
メアサガオ」「ホシアサガオ」「アメリ
カアサガオ」「マルバアサガオ」「マル
バアメリカアサガオ」等の発生が見ら
れるようになった。被害はすでに拡大
傾向で，現在，被害面積は 10ha を上
回っている。

それぞれの帰化アサガオ類の発生時
期は少しずつ差があるため，薬剤処理
のタイミングを計るのが難しく有効な
播種後土壌処理剤や，畝間・株間処理
剤について，生産団体とともに検討し
ている。

今後も引き続き関係機関と連携し，
地域一体となった活動を展開し，対策
を進めたい。

図 -6　吊り下げノズル畦間株間散布 図 -7　塗末処理 図 -8　そばの収穫（作物残留調査）
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はじめに

北海道十勝管内は畑作専業地帯で
大豆作付面積は平成 20 年に 4,080ha
であったが，平成 27 年には 7,530ha
と約 8 割増加している。この増加は，
消費者の国産大豆指向の高まりと内外
価格差の縮小による国産大豆の需要増
や政策支援の効果に加え，小麦の普通
型コンバインを利用した収穫や茎葉処
理除草剤の普及等の管理作業の軽減も
要因として考えられる。

一方，北海道農業生産技術体系によ
ると大豆栽培の総作業時間は 52 時間
／ ha で，秋まき小麦の同 16 時間／
ha に比べ，約 3 倍を要しており，省
力化が進んでいるとは言い難い（北海
道農政部 2013）。特に，種草取りを
含む手取り除草時間は 35 時間／ ha
で，総作業時間の約 70％を占めてい
ることから，労働力減少が続いている
近年，効率的な除草体系の確立が強く
求められていた。本研究における実
態調査では十勝管内延べ 11 圃場で手
取り除草時間を調査した結果，平均で
13 時間／ ha と除草技術の進展がう
かがえたが，20 時間／ ha を超えて
いる事例数が 3 圃場あり，改善の余
地が残されている。

北海道農業研究センター（以下，北
農研）の研究成果では道央の転換畑
において，拾い草（抜き草）の除草
時間 1 時間／ 10a 以内とするための
7 月上旬から中旬の雑草密度 3 本／
㎡を管理目標とした（北海道農政部 

2012）。除草時間を 10 時間／ ha 程
度に短縮できれば，総作業時間の半減
が可能となり，一層の栽培面積の増加
が期待できるとともに，小麦偏重の輪
作体系の改善や国産大豆のさらなる需
要拡大につながると考えられる。本報
では，中央農業総合研究センターで開
発した「埋土種子調査マニュアル（第
2 版）」（中央農業総合研究センター 
2013）に準じた雑草の発生密度の予
測方法を明らかにし，発生密度を考慮
した除草剤の使用などの合理的な除草
体系を示した。

1. 発芽法による雑草草種・
発生量推定法

(1) 試験方法

ほ場内土壌に含まれている埋土種子
量および草種の推定に発芽法を用い
た。発芽法は「埋土種子調査マニュ
アル（第 2 版）」に準じ，具体的なサ
ンプルの調製方法と大型育苗ハウスを
使った試験方法を以下に記載する。

直径 13cm の土壌サンプラー（園
芸用ホーラー）を用いて，5ha 以下の
現地調査ほ場および十勝農試場内ほ場
は無除草区を含む 16 点，5ha を超え
るほ場は同じく 25 点の土壌表面から
深さ 10cm の土壌サンプルを採取し
た。採取後，土壌は 40℃に設定した
恒温乾燥機で乾燥させ，サンプルとし
た。この土壌サンプルを保水性資材「ね
はりシート」を敷いたプラスチック製
のかご（370mm×260mm×100mm）

に厚さ 1cm 以下となるように広げた。
4 月はガラス温室（てん菜育苗ハウス）
に設置した 2 重トンネル内に，それ
以降はガラス温室内に上記のかごを設
置し，時期を変えて雑草を発生させた

（図 -1，-2）。トンネルの開閉等で適
宜温度調整を行い，かご内の土壌が乾
かないよう灌水した。約 1 か月間に発
生した雑草の本数を草種ごとに計測し
た。計測した雑草本数とサンプラーの
容積（1.33 リットル）から土壌 1 リッ
トル当たりの雑草本数を算出した。

現地ほ場 13 か所に設定した無除草
区において発生した 7 月中旬の雑草
草種・雑草密度，当該ほ場における発
芽法による発生した雑草草種・雑草量
を比較し，推定法を検証した。

図 -1　ハウス内の発芽法実施状況

図 -2　発芽法による雑草発芽状況

特集・各地で進む大豆雑草防除への取り組み


